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研究成果の概要（和文）： 本研究では,地方政府の行政手続の自律性と応答性の現状分析と考察をした。具体的
には，地方政府における行政契約・行政協定制度を主たる分析対象におきながら，行政手続に期待される価値を
確保しつつ住民・利害関係者への対応実態の把握に取り組んだ． 特に，都道府県，政令指定都市，特別区にお
けるソフトな行政手法である協定を中心に資料収集と整理に努め，同資料に基づきインタビュー調査を実施し
た．
　以上により政策課題に対する自律的な手続を整備しつつ，課題解決に向けて柔軟に応答する現状を抽出するこ
とができた．

研究成果の概要（英文）：In this study, I analyze and consider the current state of autonomy and 
responsiveness of local government administrative procedures. Concretely, while the administrative 
contract and administrative agreement system in local government were made to be main analysis 
object, the grasp of the actual condition of the correspondence to inhabitants and stakeholders was 
tackled, while the value expected for the administrative procedure was ensured. Especially, this 
paper tries to collect and arrange data mainly on agreements which are soft administrative 
techniques in prefectures, ordinance-designated cities and special wards, and carries out interview 
investigation based on the data.
As a result, this study was able to extract the present state of flexibly responding to the problem 
solving, while the autonomous procedure for the policy problem was improved.

研究分野： 行政学・都市行政論
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  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　本研究では，日本の地方政府が制定する行政手続の自律性と応答性について考察した．従来，行政手続とその
対応に一つの評価があった．それは「繁文縟礼（red tape）」である．昨今の官僚制研究では，行政手続と住
民・利害関係者からの対応，つまりは自律性と応答性の観点から「繁文縟礼」の測定が進められている．同研究
の成果からは，画一的な手続の自律性とともに柔軟に応答するという相反する二つの官僚像が明らかにされてき
た．
　本研究では，これらの知見を踏まえて日本の地方政府が行政手続に期待される価値（公平性や正確性）を確保
しつつ，行政手続の実施過程で住民・利害関係者への対応を柔軟に使い分けている現状分析をした．



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

 

本研究では，日本の地方政府が制定する行政手続の自律性と応答性について考察した．  

従来，行政手続とその対応に一つの評価があった．それは「繁文縟礼（red tape） 」で

ある．昨今の官僚 制研究では，行政手続と住民・利害関係者からの対応，つまりは自律性

と応答性の観点から，「繁 文縟礼（red tape） 」の測定が進められてきた．同研究の成果

からは，画一的な手続の自律性とともに柔軟に応答するという，相反する二つの官僚像が

明らかにされている．それでは地方政府は，行政手続に期待される価値（公平性や正確性）

を確保しつつ，行政手続の実施過程でどのように住民・利害関係者への対応を使い分けて

いるのか，という問いを設けた． 

そこで，本研究では，この問いを明らかにすべく，日本の地方政府を対象に，行政手続

の理論的分析と実態観察を行い，行政手続の自律性と応答性が発生する要因を考察するこ

ととした． 

 
２．研究の目的 
 
本研究では，上記の問いの下，次の（１）～（３）の課題を明らかにすることを目的と

した． 
 

（１）行政手続に関する理論の分析 

行政手続法制に関しては，従来から行政法学では行政通則法として制度論及び理論的な

研究がある．他方，上記のように政治学では近年，「繁文縟礼（red tape）」への理論的・

実証的な研究がある．本研究では，これらの行政手続に関する各種既存研究を統合しつつ，

地方政府における行政手続の自律性と応答性への理論的な妥当性の検証をすることとした． 

 

（２）行政契約・行政協定制度の分析 

本研究では主たる対象とする行政手続は，行政契約と行政協定を主たる対象とおくこと

とした．これは，何れも相互の合意の上で策定される手続であるためである．つまり，行

政と住民・利害関係者間でほぼ対等のもとで整備されるこれらの行政手続を観察すること

は，行政手続の自律性と応答性を分析するうえで最適であると考えた． 

制度の把握には，行政契約・行政協定の制定過程への追跡が不可欠である．そこで，行

政契約と行政契約と制度運用に関する現状把握と資料調査により，行政手続の制度の動態

を明らかにすることとした． 

 

（３）行政契約・行政協定内容の分析 

現在，環境を始めとして，福祉，まちづくり，施設管理など多くの政策分野で行政契約・

行政協定が用いられている．これらの手続は単独で実施されることはなく，予算や計画，

人事・組織的な措置が行われている． 

そこで，本研究では，①予算編成，②組織編成，③定数管理・人事管理，④計画策定の

4 つの分野からの実態把握を努め，行政契約・行政協定の具体化の過程を明らかにするこ

ととした． 

 

 



３．研究の方法 

 

本研究では，日本の地方政府で行政手続，特に，協定制度を対象に考察を進めた． 

現在，これらの制度は個別地方政府での公表が進み，比較的接近はしやすい環境にある．

一方，各規則は統一的な観点から集積した既存データは構築されておらず，制度間の比較

分析を困難にしている．そのため，本研究の基盤整備作業として，委任と監督に関する制

度の収集を進めた． 

また，運用状況は制度と同様に統一的なデータは不在であり，制度運用は明らかにされ

ていない．そこで運用状況を把握するためにも，個別地方政府に対する聞き取り調査の実

施が不可欠となる．本研究では複数部門，各自治体の経験者等に対して，多角的な聞き取

り調査を行った． 
 
４．研究成果 

 

本研究では，研究期間中に以下の研究成果を得ることが出来た． 

初年度は，都道府県レベルでの行政手続の制度上の特性を明らかにすることを目的として，

都道府県が公表している各種計画，報道資料等をもとに行政手続の関連資料整理を進めた．

そして，都道府県，政令指定都市，一般市を対象に，行政手続の制度運用と具体化の過程

を明らかにすべく，インタビュー調査を実施した．特に，都道府県レベルでは連携協定制

度，政令指定都市と一般市では公共施設の運用に関する協定・締結の制度と運用に関する

インタビュー調査を実施した．以上の調査を踏まえて，研究成果として公刊した．初年度

の研究からは，従来の協定制度との対比を通じて連携協定制度の共通性と独自性を把握す

ることができた． 

次年度は，まずは，前年度に引きつづき，主に政令指定都市を対象におき行政手続の制

度上の特性を明らかにすることを目的に，政令指定都市が公表している各種計画・報道資

料等の行政手続の関連資料の収集整理を進めた。くわえて，行政契約・行政協定と同様に

ソフトな行政手法である計画・基本方針との対比の必要性から，これらの資料収集と整理

に力点を置きながら努めることとした．また，前年度に引きつづき，都道府県・政令指定

都市・一般市を対象に行政手続の制度運用と具体化の過程に関するインタビュー調査を実

施した。具体的には、政令指定都市に対しては，各地域内の関係者（住民，産業，教育研

究機関，金融機関，言論組織等）との連携が記載された地方版総合戦略を対象に，計画策

定過程と管理運営に関するイ ンタビュー調査を実施した．さらに，被災自治体における住

民対応の実態を素材に住民対応の現状も分析した．以上の調査を踏まえて，研究成果とし

て公刊した．2 年度目の研究からは，地方版総合戦略を従前の地方政府が策定してきた計

画とその運営手続きとの対比を行い、既存制度からの継続とともに，主として国からの計

画策定への要請に対する対応（応答性）のパタンを抽出することができた．これにより，

従来の研究では明示化されてはこなった地方政府における計画手続における政府間での応

答と自律性を明らかにした．そして，震災時の対応では住民から要請等を踏まえつつも、

組織内の各種資源制約による「ふるい分け」の対応状況を明らかにすることができた． 

最終年度は，過去 2 年間に引きつづき，特別区を中心に，行政手続の制度上の特性を明

らかにすることを目的に各種計画・報道資料等の行政手続の関連資料の収集整理を進めた。

特に，前年度に引きつづき，ソフトな行政手法となる協定と基本方針に力点を置きながら



資 料収集と整理に努めた．これらに加えて，具体的には，食品表示偽装に対する各種機関

間での連携の実態を分析をした．以上の調査を踏まえて，研究成果として公刊した． 

以上の研究を通じて，日本の地方政府が行政手続に期待される価値（公平性や正確性）

を確保しつつ，行政手続の実施過程で住民・利害関係者への対応を柔軟に使い分けている

現状を明らかにすることができた． 
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